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警察本部 ☎（０１８）８６３－１１１１

警察学校 ☎（０１８）８６２－３２８５

鹿角警察署 ☎（０１８６）２３－３３２１

大館警察署 ☎（０１８６）４２－４１１１

北秋田警察署 ☎（０１８６）６２－１２４５

能代警察署 ☎（０１８５）５２－４３１１

五城目警察署 ☎（０１８）８５２－４１００

男鹿警察署 ☎（０１８５）２３－２２３３

秋田臨港警察署 ☎（０１８）８４５－０１４１

秋田中央警察署 ☎（０１８）８３５－１１１１

秋田東警察署 ☎（０１８）８２５－５１１０

由利本荘警察署 ☎（０１８４）２３－４１１１

大仙警察署 ☎（０１８７）６３－３３５５

仙北警察署 ☎（０１８７）５３－２１１１

横手警察署 ☎（０１８２）３２－２２５０

湯沢警察署 ☎（０１８３）７３－２１２７
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２　あなたの街の警察署

第１　警察の組織
１　秋田県警察の仕組み
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３　秋田県公安委員会
■公安委員会制度
　公安委員会は、警察の民主的運営、政治的中立性の確保の目的で導入された合議制の行政機関で、
県民の良識を代表して、警察の業務に県民の考えを反映させるなどの重要な役割を果たしています。
　国に国家公安委員会を置いて警察庁を管理し、都道府県に都道府県公安委員会を置いて都道府県警
察を管理しています。
　秋田県公安委員会は、県知事が県議会の同意を得て任命した３人の委員で構成されています。
　委員の任期は３年です。

■公安委員会の役割

■公安委員会の活動
　公安委員会は、定例会議のほか、警察活動の視察、警察署長会議・警察署協議会への出席、警察職員
との意見交換など、様々な活動を行い警察業務の把握に努めています。

■苦情の申出制度
　警察職員の職務執行について苦情がある方は、公安委員会に対し､ 苦情の申出をすることができます。
　公安委員会は、苦情の申出があったときは、調査結果等を文書により申出者に通知しています。

●秋田県公安委員会ホームページ（https://www.police.pref.akita.lg.jp/kouan/）
　 公安委員会の定例会議の開催概要や主な活動状況は、ホームページで公開しています。

　公安委員会は、管内における事件、事故及び災害の発生
等に対する警察の取組、治安情勢とそれを踏まえた警察の
各種施策、組織や人事管理の状況等について、警察本部長
等から報告を受け、必要な提言を行っています。
　定例の会議は、おおむね週１回開催しており、令和元年
中は、４２回開催しています。
　そのほか、運転免許、交通規制、犯罪被害者等給付金の
支給に関する裁定、古物営業等の各種営業の監督等、国民
生活に関わりのある数多くの行政事務を取り扱っています。

定例会議

警察署長会議への出席 交番・駐在所の視察


